
不正な会計処理に係る懲戒処分の基準 

 

１  趣     旨 

  この懲戒処分の基準は、公金の支出に関し、職員が不正な会計処理を行った場合の処分

基準を明確にし、もって公金の適正な支出に資することを目的に定める。 

 

２  基     準 

(1) 預け金の形成又は使用 

支出の相手方から虚偽の請求書等を提出させ、当該請求書等により公金を支出し、

又は支出させ、当該支出金を他の用途に使用するための資金として保有し、又は支出

の相手方等に保有させた職員は、免職とする。不正に支出されたことを知りながら、

当該資金を物品の購入等他の用途に使用した職員も同様とする。 

(2) 差替え 

支出金を契約した物品とは異なる物品の購入等他の用途に使用する目的で、支出の

相手方から虚偽の請求書等を提出させ、当該請求書等により公金を支出し、又は支出

させた職員は、停職又は減給とする。この場合において、当該物品を領得し、私的に

利益を受けた職員は、免職とする。 

 (3) 旅費の不正支出 

旅費の支出に関し、公務出張の事実がないにもかかわらず虚偽の支出関係書類を作

成し、公金を不正に支出し、又は支出させた職員は、免職又は停職とする。 

 (4) 不正な会計処理への関与 

ア 不正な会計処理と知りながら、(1)又は(3)の行為に従属的に関与した職員は、停職

又は減給とする。 

イ 不正な会計処理と知りながら、(2)の行為に従属的に関与した職員は、減給又は戒

告とする。 

(5) 履行確認不十分 

(1)又は(2)の不正な会計処理に関し、履行確認を十分に行わなかった職員は、減給

又は戒告とする。 

(6) 指導監督不適正 

部下職員が(1)から(5)までの行為を行った場合で、管理監督者としての指導監督に

適正を欠いていた職員は、減給又は戒告とする。 



 

３ そ の 他 

処分を行うに際しては、事案の態様、公務内外に及ぼす影響、当該職員の職責、過失の

程度等も情状として考慮の上判断するものとし、個別の事案の内容によっては、その処分

を加重し、又は軽減するものとする。 

 

４  適     用 

  この基準は、平成２１年１０月１日から適用する。 


